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● 国立研究開発法人情報通信研究機構民間基盤型評価委員会規程 

（平成１８年３月２８日 ０５規程第４４号） 

改正 平成１９年４月１０日 ０７規程第 ７号 

改正 平成２１年３月 ３日 ０８規程第５０号 

改正 平成２３年３月２９日 １０規程第４２号 

改正 平成２８年３月２９日 １５規程第８３号 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、国立研究開発法人情報通信研究機構委託研究規程（平成１６年

４月１日０４規程第７３号。以下「委託研究規程」という。）第４条第１項の規定

により機構に設置する民間基盤型評価委員会（以下「委員会」という。）の任務及

び組織その他の必要な事項について定めることを目的とする。 

（任務） 

第２条 委員会は、委託研究規程第２条第３項に規定する民間基盤型委託研究（以下

「委託研究」という。）について、その研究の内容、受託希望者からの提案内容、

研究成果等について評価し、その結果を機構に報告することを任務とする。 

（評価の時期及び対象） 

第３条 委員会は、原則として、委託研究に係る評価を、受託希望者からの提案時、

研究開発期間中及び研究開発終了後に行うこととし、評価の対象は、それぞれ次の

各号のとおりとする。ただし、研究開発期間が２年以下の研究開発課題については

、原則として研究開発期間中の評価は行わないこととする。 

１ 受託希望者からの提案時の評価 受託希望者からの提案内容に基づき基盤技術

性、事業化計画・体制等について評価を行う。 

２ 研究開発期間中の評価 現在行っている研究開発の次の研究開発段階に移るた

めに必要な目的の達成度等について評価を行う。 

３ 研究開発終了後の評価 研究目標の達成状況、実用化への道筋の確立状況等に

ついて評価を行う。 

（組織） 

第４条 委員会は、委員１３人以上をもって組織する。 

二 委員は、研究開発に関し優れた識見と経験を有する外部の者から理事長が委嘱す

る。 

三 委員の任期は、委嘱の日から原則２年とし、再任を妨げない。 



 

２ 

四 前項の規定にかかわらず、理事長が必要と認めるときには、別に任期を定めるこ

とができる。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。 

二 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

三 委員長は、委員の中から委員長代理を指名する。 

四 委員長代理は、委員長に事故等ある場合に、その職務を代理する。 

（専門委員） 

第６条 専門的な事項を評価するため必要があると認めるときは、委員会に専門委員

を置くことができる。専門委員は、委員長の求めにより、委員会に出席し、意見を

述べる。 

二 専門委員は、研究開発に関し優れた識見と経験を有する外部の者から理事長が委

嘱する。 

三 専門委員の任期は、委嘱の日から原則２年とし、再任を妨げない。 

（運営） 

第７条 委員会は、委員長が招集する。 

二 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができな

い。 

三 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員

長の決するところによる。 

四 緊急に審議する必要が生じた場合など委員長が妥当と判断したときは、委員会を

招集せず議案の持ち回りにより審議することができる。 

（委員等の制限） 

第８条 委員又は専門委員（以下「委員等」という。）が、研究開発課題に係る受託を

希望する場合又は受託した場合には、当該研究開発課題に関する評価に加わること

ができない。 

（利害関係者） 

第８条の２ 研究開発課題に関する評価に当たっては、公正で透明な評価を行う観点

から、委員等は、当該研究開発課題に係る被評価者の利害関係者であるときは、当

該研究開発課題に関する評価に加わってはならない。ただし、委員会が当該利害関

係者たる委員等が評価に加わることについて正当な理由があると認めるときは、こ

の限りでない。 

二 前項の利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。 



 

３ 

１ 被評価者（企業等においては役員、研究代表者及び研究分担者をいう。）と親

族関係にある者（配偶者、配偶者であった者、四親等内の血族、三親等内の姻族

及び同居の親族をいう。） 

２ 被評価者と大学、研究所等の研究機関において同一の学科、研究室等又は同一

の企業（連結決算の対象となる関係会社を含む。）に所属している者 

３ 当該研究開発課題において、被評価者の研究分担者又は共同研究者となってい

る者 

４ 当該研究開発課題において、被評価者と直接的な競争関係にある者 

５ 被評価者との間で、出資（株式、新株予約権又は新株予約権付社債の引受によ

る資金の提供）等金銭的な関係にある者 

６ その他機構が利害関係者と判断した者 

（守秘義務等） 

第９条 委員会の運営を公正に保つため、議事は非公開とする。 

二 委員等は、任期中に知り得た秘密について、当該任期中はもとより、当該任期終

了後においても、守秘義務を負うものとする。 

（庶務） 

第１０条 委員会の庶務は、デプロイメント推進部門事業・技術研究振興室において

処理する。 

（その他） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が別に定める。 

二 この規程によりがたいと特に理事長が認めた場合には、別段の取扱いをすること

ができる。 

附 則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年４月１０日） 

この規程は、平成１９年４月１０日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３日） 

この規程は、平成２１年３月３日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２９日） 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２９日） 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 



 

４ 

 


